
福所江漁港漁船保管施設業務委託見積り参加団体募集 
 
 県では、福所江漁港における漁船保管施設（以下「施設」という。）の適正な

維持管理を図るため、施設の管理に関する業務について、その見積りに参加され

るＣＳＯを募集しています。 
 
１．目的 
  施設の適正な維持管理を図るため、施設出入口のゲート開閉、施設の巡回及

び清掃業務をＣＳＯへの委託により実施します。 
 
２．業務委託に係る仕様 
  別添「福所江漁港漁船保管施設業務仕様書」による 
 
３．委託期間 
  令和８年４月１日から翌年３月 31 日 
 
４．委託料 
  未定（別途契約による） 
   
５．見積り参加資格 
  次の要件をすべて満たし、かつ県内に事務所を有する団体とします。  
  なお、参加要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。 
 （１） 定款又は規約等に照らして、当該委託業務の運営が行える組織である

こと。 
 （２） 委託業務運営に必要な組織及び人員を有していること。 
 （３） 漁業従事者と連携が取れること。 
 （４） 宗教活動及び政治活動を主な目的にしていないこと。 
 （５） 団体又は団体の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこ

と、及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。 
   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号）第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
   イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
   ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損   

害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 



   オ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与

している者 
  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している

者 
 

６．応募について 
（１） 募集期間 
    令和８年２月 16 日（月）～令和８年３月６日（金） 
（２） 応募書類 （規格はＡ４判、見積り参加申込書以外の様式は自由） 
   ・見積り参加申込書（様式１） 
   ・団体の定款又は規約 
   ・団体の構成 
   ・団体の活動状況 
   ・団体の収支決算書 
（３） 応募方法   応募書類を直接提出又は郵送 
（４） 応募期限   令和８年３月６日（金）必着 
（５） 応募場所   佐賀県 農林水産部 水産課 
           〒840-8570 佐賀県佐賀市城内 1-1-59 
（６） 提出部数   １部 
 

７．委託方法 
    提出された書類により、見積り参加資格要件を満たしているかを審査しま 

す。その後、資格を有する団体から別途見積りをご提出していただき、関係 
法令の規定に基づき委託契約を締結します。 

 
８．その他 
  応募の際に要する経費や見積りに参加する一切の経費については、参加者

負担とします。 
 
９．問い合わせ先 
    佐賀県農林水産部 水産課 漁港・漁村整備担当 古川 
    〒840-8570 佐賀県佐賀市城内 1-1-59 
    （TEL0952-25-7145 FAX0952-25-7274） 
    （E-mail  suisan@pref.saga.lg.jp） 

mailto:suisan@pref.saga.lg.jp


 
※ＣＳＯとは： Ｃｉｖｉｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ 
（市民社会組織）の略で、ＮＰＯ法人、市民活動・ボランティア団体（以上志縁組

織）に限らず、自治会・町内会、婦人会、老人会、ＰＴＡ（以上地縁組織）といっ

た組織・団体も含めて、「ＣＳＯ」と呼称しています。 

 


